
- 1 -

平成１５年度組織改正について

平成１５年４月１日付けで実施する組織改正の内、主なものは下記のとおり。

第１ 組織改正の考え方
１．本庁組織機構の再編
① 地方分権の進展に伴い、自らの判断と責任で地域の実情に即応した政策形成や戦

略的な施策展開を行っていくため を設置し、政策主導型の県政運、『政策企画局』
営を徹底する。

② 多様な県民ニーズに的確かつ迅速に対応するとともに、最小の資源で最大の効果
を生む行政サービスを提供するため、各部局の組織体制をより効率的で効果的な組
織に再編する。

２．その他県政の重要課題への対応
① 産業振興対策、少子化対策、食の安全対策など県政の重要課題に対応するため、

所要の組織改正を行う。
※組織改正後の組織図 別紙参照

第２ 具体的内容
本庁組織機構の再編

部局名 改 正 概 要
、 、 、政策企画局 ◆ を核として 全庁的な視点から重点的 戦略的『 』政策企画会議

効率的に政策・施策展開を行う。

政策企画局の機能
政策の企画、県政の重要課題の調整、総合計画の策定及び見直

し、行政評価の推進、秘書、広聴及び広報、統計調査の各機能を
有する。

《政策企画会議》
①機 能
・方針決定の一元化：県政の重要な事項に対する審議過程の一元化
・課題解決型の運営：重要施策の方向付け、方針決定までの効率化、迅速化
・部局間連携の強化：全庁的、横断的課題に対する対応力の強化

②開 催
・原則として月２回、定例日に開催

③構 成
・知事、副知事、出納長、各部局長 等

④審議事項
・県政の重要政策・施策の方向性の決定
・重点化政策・施策の策定
・その他県政の重要課題に関すること

地域振興部 ◆地域振興に関する施策の総合的、一体的な実施により、市町村へ
の総合的支援及び中山間地域対策等を充実強化するため 『企画振、
興部』を改組し を設置する。、『地域振興部』
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また、中山間地域対策を一元化するため、農林水産部から業務の
一部を移管する。

地域振興部の機能
地域振興及び中山間地域対策、市町村支援、情報政策、交通対

策、土地及びエネルギー対策の各機能を有する。
農林水産部 ◆農林水産部の活性化、他の産業部門との連携などを推進するセク

ションを新設するとともに、関連業務の統合等による事務の効率
化を図るため、部内を再編する。

部内再編の内容
①農林水産業の活性化や他産業との連携強化等の政策、施策を検
討するため を新設する。、『政策推進室』

②農業振興課と生産指導課の２課を、農業部門の担い手対策及び
農業経営支援対策等を担当する と農業生産の奨『農業経営課』
励業務を担当する に再編する。なお、平成１６『生産振興課』
年度以降において、農業関係課の体制をさらに再編する。

③林業関係３課（林業管理課・林業振興課・森林整備課）を、ソ
『林業課』 『森林フト事業を担当する とハード事業を担当する

の２課体制に再編する。整備課』
④水産業３課（漁業管理課・水産振興課・漁港課）を、ソフト事

『水産課』 『漁港漁場整業を担当する とハード事業を担当する
の２課体制に再編する。備課』

商工労働部 ◆商工労働行政の企画・政策立案機能の強化及び地域産業の支援体
制の強化を行うため、部内を再編する。

部内再編の内容
商①企画・政策立案機能の充実強化を図るため 商工企画課 を、『 』 『

に改称し を配置する。工政策課』 『政策企画担当』、
②『企業振興課』を『 に改称し、地域産業の活性化産業振興課』
から新産業の創出までの支援を一元的に実施する。

③企業の投資ニーズを的確につかみ、即応できる企業誘致体制を
構築するために、誘致戦略部門を強化し 『企業立地推進室』を、

として課に昇格させる。『企業立地課』
共 通 事 項 ◆各部の主管課の名称について、主管課であることを明確にするた

めに、次のように改める。

部局名 現 行 改 称 後
環境生活部 県 民 課 環境生活総務課
健康福祉部 長 寿 社 会 課 健康福祉総務課
農林水産部 総 務 管 理 課 農林水産総務課
商工労働部 商 工 企 画 課 商 工 政 策 課
土 木 部 管 理 課 土 木 総 務 課
※地域振興部の主管課は 「地域政策課」、
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その他県政の重要課題への対応

１．産業振興対策
(１)産学官連携に係るコーディネート機能の強化、次世代技術研究開発センターにおけ
るプロジェクトの推進、大学等を活用した企業人材の育成などの産学官連携を積極的
に展開するため、産業振興課の体制を強化する。

(２)地域産業の高度化支援、ベンチャー支援・インキュベーション機能の充実等の新事
業創出支援、コミュニティビジネス支援などの産業創造を積極的に展開するため、産
業振興課の体制を強化する。

(３)産業技術センター『浜田工業技術指導所』を に改組し、企業『浜田技術センター』
の技術的な相談や産学官連携を総合的に支援する体制を強化するとともに、石見地域
の産業支援機関を集中配置する『石見産業支援センター』との連携により、県西部地
域の産業支援機能の一層の充実を図る。

(４)企業的感覚に富む農業経営体の育成・確保、農外企業の農業参入等の促進、農業関
連企業との連携強化等を積極的に推進するため、農業経営課の体制を強化する。

２．建設産業対策
中小・中堅建設業者等の経営基盤の強化・経営合理化、新分野への進出支援等を実(１)

施するため、土木総務課に内室として を新設する。『建設産業対策室』

３．少子化対策
(１)少子化対策の企画調整、児童環境づくりの推進及び定住関連事業を所管する部局と

『少子の連携の強化等、総合的な少子化対策を図るため、青少年家庭課に内室として
を新設する。化対策推進室』

４．食の安全対策
(１)『食の安全推進会議』が平成１４年度中にとりまとめる「島根県食の安全確保に係
る基本方針」に基づき実施される県民に向けた食に関する情報の積極的開示等食の安
全対策を図るため、薬事衛生課の体制を強化する。

(２)減農薬・減化学肥料によるエコロジー農業の推進、産地表示の適正化、生産履歴の
開示等を一体的に推進し、安全・安心な島根の農産品の生産を一層推進するため、生
産振興課の体制を強化する。

(３)ＢＳＥ検査体制を強化するため、食肉衛生検査所及び家畜衛生研究所の体制を強化
する。

５．県民との協働の推進体制強化
(１)ＮＰＯやボランティア団体等との連携・協働を推進していくために、環境生活総務
課に を新設する。『ＮＰＯ活動推進室』

６．人権啓発体制の強化
(１)知事部局の人権啓発業務（人権同和対策課所管）と教育委員会の社会人権教育に関
する業務（人権同和教育課所管）を一体化し、啓発事業を総合的、効果的に推進する
ため 『人権啓発室』を廃止し を新設する。、 、『人権啓発推進センター』
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７．県立学校の再編成推進体制の整備
「 」 、 、(１) 県立学校再編成基本計画 に基づき 学校統廃合や定時制・通信制課程の再編成

『 』普通科への総合学科の導入等を推進するため 高校教育課に、 県立学校再編成推進室
を設置する。

８．生徒指導体制の強化
(１)いじめ、不登校等生徒指導にかかる諸問題に対応し、各学校及び教育事務所・各関
係機関との密接な連携を図るため、高校教育課及び義務教育課の生徒指導部門を一体
化し、義務教育課に を新設する。『生徒指導推進室』


